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第１章 河川整備計画の目標に関する事項 

1.1 圏域及び河川の概要 

由
ゆ

良
ら

川は、その源を京都、福井、滋賀の府県境付近の杉尾坂に発し、棚野
た な の

川、高屋
た か や

川、

上林
かんばやし

川をはじめとする支川を合わせながら東から西に流下し、福知山
ふくちやま

市において土
は

師
ぜ

川が合流したのち大きく湾曲して流路を北東に変え、舞
まい

鶴
づる

市と宮津
み や づ

市との市境におい

て日本海に注ぐ、幹川流路延長 146km、流域面積 1,880km2の一級河川である。 

由良川上流圏域は、由良川（京都府管理区間：新
しん

綾部
あ や べ

大橋から上流約 700m 地点から

上流区間）とその支川 38 河川からなる流域面積 798.9km2の圏域であり、由良川流域

全体の約 4 割強を占め、3 市 1 町（京都市、綾部市、南丹
なんたん

市、京
きょう

丹波
た ん ば

町）にまたがっ

ている。 

圏域の約 7 割は山地が占め、由良川沿川に発達した河岸段丘や、高屋川流域の丹波

高原など残り 3 割が平地となっている。また、圏域の東南部では由良川水系と淀川水

系の分水嶺の一部が幅 700m の平坦な谷中分水界となっており、かつては現在の淀川

水系の一部の河川が、由良川に注いでいたことを物語る特徴的な地形を示している。

圏域の地質は、古生代から中生代（2 億 5 千年前～1 億 5 千年前）に形成され、硬く固

結した丹波帯が広く分布している。植生は、圏域内の比較的低標高部にはコナラ、ア

カマツ群落が広がり、高標高部にはスギ等が見られる。さらに、由良川上流部には特

定植物群落に指定されている芦生の原生林が広がっている。 

圏域は日本海式気候と瀬戸内式気候の中間に位置し、内陸性の気候特性を示してい

る。年平均気温は、圏域の中央部に位置する美山観測所において 13℃程度で、夏季平

均は 24～26℃、冬季には 0℃程度まで低下する。年降水量は 1,500～1,900mm程度で、

圏域の北部から南西方向に移るに従い減少する傾向にある。 

圏域を構成する市町の人口（令和 2 年時点）は約 5.7 万人で、近年は穏やかな人口減

少にあり、また、圏域内の産業別就業者率は、第一次産業が約 16.6%、第二次産業が

約 26.4%、第三次産業が約 57.0%となっており、第一次産業の比率が年々低下してい

る。 

圏域の南西部には、国道９号、27 号、JR 山陰本線など京都の南北を結ぶ重要な交通

網が通過し、比較的交通環境に恵まれていることから、京阪神と日本海を結ぶ交通の

要衝となっている。 

圏域には、西乗
さいじょう

寺（南丹市美山町）、大福
だいふく

光
こう

寺（京丹波町）、光明
こうみょう

寺、照
しょう

福
ふく

寺（綾

部市）などの古刹もあり、特に光明寺の二王門は 1248 年の建立で、国宝に指定されて

いるほか、神社では、九手
く て

神社（京丹波町）の本殿が重要文化財に指定されている。 



2 

また、南丹市美山町北
きた

にある “かやぶきの里”は、由良川の北側河岸段丘に形成さ

れた茅葺き屋根の家屋が多く点在する山村集落で、日本の原風景を今も伝える地区と

して国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 
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 由良川上流圏域河川整備計画対象河川一覧表 

本川 一次支川 二次支川 三次支川 四次支川
由良川 224.7 70.1

上林川 159.7 33.7
井根川 5.7 1.9
浅原川 6.3 2.3
畑口川 27.1 8.4

木住川 4.0 1.3
睦志川 4.2 1.5

山内川 2.1 1.4
草壁川 13.1 2.7

古和木川 34.1 8.5
稲早谷川 9.3 1.5

高屋川 153.3 21.8
質美川 17.5 6.1
畑川 22.9 9.1

実勢川 8.8 3.5
須知川 29.3 11.5

水戸川 3.9 2.1
曽根川 10.1 6.5
曽谷川 3.1 2.1
大朴川 3.2 1.3
水呑川 5.9 2.2

上和知川 56.0 10.2
西河内川 11.5 3.1

川谷川 13.4 2.7
棚野川 86.0 12.2

砂木谷川 7.7 1.9
西川 23.4 5.6

神谷川 3.5 0.9
下谷川 2.8 0.4

山森川 17.6 4.3
太田川 5.0 0.3

原川 21.8 5.3
深見川 7.5 3.6

知見谷川 23.8 5.6
西畑川 8.0 2.6

小畠川 3.8 0.9
河内谷川 17.7 3.1
佐々里川 35.0 6.2

中ノ谷川 4.7 1.5
1 10 20 7 1

798.9 269.9
河川数計39

河川名（合計値は河川数） 流域面積

(km2)
河川延長

(km)
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1.2 圏域の現状と課題 

1.2.1洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題 

（１）治水事業の経緯 

由良川本川の本格的な改修事業は、戦後間もない昭和 22 年に直轄事業として着手さ

れ、綾部から福知山までの築堤・護岸工事を中心に進められた。 

その後、昭和 28 年 9 月の台風 13 号出水に鑑み、昭和 33 年の総体計画や新河川法の

施行に伴い昭和 41 年に策定された工事実施基本計画では、福知山地点での基本高水の

ピーク流量を 6,500m3/s とし、上流の大野ダム（昭和 36 年完成。現在、京都府で管理）

により 900m3/s の洪水調節を行うこととされた。これらの計画にもとづき、福知山や

綾部など中流部においては築堤工事や河道掘削がすすめられるとともに、福知山市内

の内水対策として、支川改修や排水機場の整備が順次行われた。また、下流部におい

ては、低水路部の拡幅掘削工事が行われるとともに、平成 2 年より輪中堤整備や宅地

嵩上げを行う水防災対策事業が開始された。現在、由良川水系河川整備基本方針（令

和 5 年）、由良川水系河川整備計画（平成 25 年）に基づき、引き続き中流部を堤防整

備するなど対策が進められているところである。 

一方、京都府が管理している本圏域内の河川では、これまで河川災害復旧事業や河川

局部改良事業などによる改修工事が順次行われてきた。 

由良川本川（京都府管理区間）においては、昭和 34 年の伊勢湾台風による出水など

を契機として、昭和 35 年度から 37 年度にかけて、疎通能力の低い南丹市美山町中地

先において河川局部改良事業が実施された。 

昭和 28 年の台風 13 号により甚大な被害が発生した上林川では、その後の河川災害

復旧助成事業や河川災害関連事業、昭和 36 年度から河川局部改良事業、さらには昭和

38 年度から昭和 61 年度まで小規模河川改修事業等一連の改修が完了しているところ

である。 

また、平成 19年の由良川下流圏域河川整備計画の策定以降、畑川ダムの整備を進め、

平成 25 年に供用開始した。さらに高屋川及び畑川については、畑川ダム下流区間にお

いて河川改修が概ね完了した。 

 



5 

（２）治水に関する現状と課題 

圏域内の河川では、昭和 28 年以降の度重なる災害などを契機に、これまで災害復旧

関連事業や河川局部改良事業等によって河川改修が行われてきたが、依然として全体

的に河川の疎通能力は低く、近年においても令和 4 年 7 月豪雨による出水をはじめ、

河川氾濫による人家等の浸水被害がしばしば発生している。 

こうした状況を踏まえ、本圏域の河川においては、人家の浸水被害の軽減を早期に図

るため、重点的かつ効率的に治水対策を進めていく必要がある。 

 圏域内の主な洪水記録一覧表出典： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害統計   

※  由良川水系河川整備計画（直轄管理区間）の資料より転載（典拠は「各市町
村史等」）しており、由良川下流部の被害状況を含む。 

 

 年月日 要 因 
被害状況 

浸水面積(ha) 浸水戸数(棟) 

1 S28.9.22～9.26 台風第13号 － 7,765※ 

2 S34.9.23～9.26 
台風第15号 

（伊勢湾台風） 
－ 6,905※ 

3 S38.6.2～6.6 梅雨前線豪雨 330 0 

4 S40.9.17～9.18 台風第24号 4,654 11 

5 S45.6.10～7.18 
梅雨前線及び 

台風第2号 
52 0 

6 S47.6.6～7.23 
台風第6,7号 

及び台風第9号 
38.5 33 

7 S47.9.6～9.19 豪雨及び台風第20号 67.8 15 

8 S50.9.16～9.24 豪雨 0.3 6 

9 S54.9.24～10.1 台風第16号と豪雨 45.5 0 

10 S57.7.5～8.3 
豪雨、落雷 

風浪と台風第10号 
61.2 6 

11 S58.9.24～9.30 台風第10号 234 37 

12 S60.5.27～7.24 台風第6号及び豪雨 21.8 3 

13 S61.7.9～7.17 台風第8号 13.45 3 

14 H1.8.31～9.16 豪雨 0.05 0 

15 H2.9.11～9.20 台風第19号 452.17 29 

16 H10.9.18～9.26 
豪雨及び 

台風第6～7号 
0.32 34 

17 H12.10.31～11.3 豪雨 0.02 1 

18 H16.10.19～10.20 台風第23号 71.73 128 

19 H25.9.14～9.17 台風第18号 104 86 

20 H26.7.29～8.12 
豪雨及び 

台風第11～12号 
22 11 

21 H29.10.19～10.24 台風第21号 382 55 

22 H30.6.26～7.9 
梅雨前線及び 

台風第7号 
146 25 

23 R4.7.1～7.6 
豪雨及び 

台風第4号 
0.8 13 

 



6 

1.2.2 河川の利用及び流水の正常な機能に関する現状と課題 

本圏域は豊かな自然環境に恵まれており、圏域内河川の沿川にも美しい景観や手付か

ずの自然環境が多く保持されている。 

圏域内の河川では、由良川の京丹波町本庄地区や大野ダム貯水池周辺などにおいて、

公園的な整備や利用がなされているものの、多くは豊かな自然環境の中で、アユ釣りや

カヌー下りなど川との直接的な触れ合いを楽しむ利用がなされている。 

本圏域の主要河川である由良川は流況が比較的豊かであり、特に、戦後にはその豊か

な水量を利用した発電利用が行われるようになり、大野ダム（京都府企業局）、和知ダム・

由良川ダム（関西電力）において水力発電が行われている。また、かんがいのための利

用も多く行われているところであり、特に丹波高原が広がる高屋川や、沿川に比較的平

坦な地形が広がる上林川及び棚野川での利用が多くなっている。 

本圏域内では、平成６年渇水を除き、河川水の減少に起因した大きな渇水被害は発生 

していないものの、旧丹波町や旧瑞穂町などでは、沢水や地下水を主な水源とした簡易

水道が、昭和 61 年、平成２年、平成６年など断水を伴う渇水被害にしばしば見舞われ

ていたが、平成 25 年の畑川ダム供用開始に伴い、旧京丹波町域では安定的な取水が可能

となった。しかしながら、旧瑞穂町域など上流域では水源地の保全が必要となっている。 

今後とも、現況の自然豊かな河川環境が損なわれることのないよう、河川空間あるい

は河川水の適正な利用に一層努めていくことが期待されている。 

1.2.3 河川環境に関する現状と課題 

圏域内河川において、平成 28 年度に行われた河川水辺の国勢調査や第 5 回自然環境保

全基礎調査によれば、オヤニラミ、ズナガニゴイ、アカザ（ともに府絶滅危惧種）やア

ジメドジョウ（府絶滅寸前種）などの貴重な魚類のほか、国の特別天然記念物であるオ

オサンショウウオをはじめ、ハコネサンショウウオ（府絶滅寸前種）やヒダサンショウ

ウオ（府準絶滅危惧種）など貴重な両生類の生息が確認されている。 

また、圏域上流（芦生・地井・安掛）は日本の重要湿地（環境省）にも選定され、多

様な渓流性の在来魚類が生息している。 

また、圏域内河川の水質は良好であり、環境基準の類型指定がなされている由良川（大

野ダム上流：AA 類型、大野ダム下流：Ａ類型）、棚野川（Ａ類型）、高屋川（Ａ類型）、

上林川（Ａ類型）において環境基準をほぼ満足している。 

以上のように、本圏域の自然環境は良好な状態が保たれているところであり、今後の

河川整備においても、これらの良好な自然環境が保持されるよう適正な措置を講じてい

くとともに、流域全体での取り組みが重要である。 
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由良川（南丹市美山町）            棚野川（南丹市美山町） 

 

なお、ブルーギルやオオクチバスなどの外来生物も確認されていることから、今後も

定期的に調査を行い、在来種への影響についても注視する必要がある。
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1.3 河川整備計画の目標に関する事項 

1.3.1 計画対象区間 

本整備計画の対象区間は、由良川上流圏域にある府管理の一級河川の区間とする。 

1.3.2 計画対象期間 

本整備計画の対象期間は、変更から概ね 30 年間とする。 

なお、本整備計画は、現時点（令和 7 年度）の圏域の社会状況、自然環境及び河道状

況等を踏まえ作成するものであり、今後、これらの状況の変化や新たな知見等により適

宜見直しを行う。 

1.3.3 洪水等による災害の発生防止または軽減に関する目標 

圏域の府管理河川のうち、高屋川（畑川合流点下流区間）については、平成 19 年に策

定された河川整備計画に基づき、畑川ダムの整備や高屋川及び畑川の河川整備を重点的

に実施したことから、概ね 30 年に 1 回程度の規模の降雨による洪水に対応できる段階ま

で安全度が向上している。 

高屋川（畑川合流点上流区間）については、令和 4 年 7 月豪雨の出水をはじめとする

浸水被害が発生している高屋川、須知川、大朴川の浸水被害軽減を図るため、概ね 5 年

に 1 回程度の規模の降雨による洪水に対応できるよう整備することとする。 

圏域内のその他の河川についても、局部的な改良、洪水等による被災箇所の復旧、治

水上支障となる堆積土砂の除去、堤防除草等により治水機能の適正な維持に努める。 

また、河川管理者が実施する従来の河川改修だけでは対応が困難であることから、流

域のあらゆる関係者が、治水、利水、環境、利用のそれぞれの課題が相互に関連してい

ることを理解し、情報や問題意識を共有しながら連携・協働していく必要がある。 

そのため、今後は気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、流域のあらゆる関

係者が協働して、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策、②被害対象を減少させ

るための対策、③被害の軽減及び早期復旧・復興のための対策を流域全体で行う治水対

策「流域治水」を推進し、洪水による災害の発生の防止又は軽減を図る。 

1.3.4 河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持に関する目標 

畑川については、概ね 10 年に１回程度の確率で発生すると想定される渇水時において

も、生態系の維持やかんがい用水の取水などを総合的に勘案した正常流量の確保を図る。 

圏域内その他河川については、現在良好な河川環境のもとに水利用がなされているこ

とから、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に資するために継続的に水量等

の観測を行うなど、今後とも適正な水利用が図られるよう努める。 
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新たな水需要が発生した場合は、関係機関と調整を行い、水資源の合理的かつ有効な

利用の促進を図る。さらに、渇水時における関係機関等の調整が速やかに図られるよう

必要な情報の提供に努めるとともに、気候変動の影響による降雨量や除雪・融雪量、流

況の変化の把握に努め、関係機関との共有を図る。 

1.3.5 河川環境の整備と保全に関する目標 

河川環境の整備と保全に関しては、現状の豊かな自然環境を保全することを基本とし、

自然との共生を図る河川整備を行う。また、環境学習や自然体験活動の場として地域と

連携しながら安全に利用できるような河川空間づくりについても今後も検討していく。
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第２章 河川の整備の実施に関する事項 

2.1 河川工事の目的、種類及び施工場所 

2.1.1 高屋川（畑川合流点下流区間）、畑川及び畑川ダム（京丹波町下山） 

高屋川（京丹波町下山）については、京丹波町の水道用水を確保するとともに、洪水

を調節する畑川ダムを支川の畑川に建設し、両河川における掘削や築堤による河道拡幅

とあわせて、概ね 30 年に１回程度の規模の降雨による洪水を安全に流下させることを目

的とする。 

あわせて、生態系の維持や既得かんがい用水の確保等の観点から、畑川において畑川

ダム下流から高屋川合流点までの正常流量を確保する。 

なお、事業実施にあたっては、周辺の動植物や河川環境への影響が考えられることか

ら、学識者の意見も聞きながら、ダム建設等による自然環境への影響を把握するととも

に、必要に応じて適切な保全対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間区分 畑川ダム地点

9月 1日～4月30日 0.114m3/s

5月 1日～5月10日 0.129m3/s

5月11日～8月20日 0.128m3/s

8月21日～8月31日 0.118m3/s  

 

 

高屋川及び畑川計画流量配分図（京丹波町下山） 

 

畑川ダム 
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屋
川 

黒瀬橋 裸数字：計画高水 

[   ]：基本高水   

単位 m3/s 

畑川 

流水の正常な機能を維持するために必要な流量 
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高屋川（京丹波町下山）改修横断イメージ 

畑川改修横断イメージ 

 高屋川、畑川河川改修及び畑川ダム位置図（京丹波町下山） 
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ダム諸元 

型 式：重力式コンクリート

ダム 

流域面積：約 22km2 

堤 高：約 34m 

堤 頂 長：約 89m 

堤 体 積：約 27,000m3 

貯水容量：約 2,000,000m3 

 

堤 頂 長：約 89m 

 ダム下流面図 

ダム貯水池容量配分図 

畑  川  ダ  ム 

堆砂容量　約40万m3

最低水位

常時満水位

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位

洪水調節容量　約120万m3

利水容量　　　　　　　　　　　　約40万m3

　流水の正常な機能の維持　　約10万m3

　　新規利水　　　　　　　　　　　　約30万m3 総貯水容量

約200万m3

有効貯水容量

約160万m3
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2.1.2 高屋川（畑川合流点上流区間） 

高屋川（畑川合流点上流区間）については、「河川の流下能力」、「浸水被害の早期軽減」

などを考慮し、下記の区間を整備対象区間として設定し、概ね 5 年に 1 回程度の降雨に

よる洪水を安全に流下させることを目標に整備する。 

整備区間：実勢川合流点（9.0k）から和田大橋（15.29k）までの延長約 6,290m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高屋川（畑川合流点上流区間）流量配分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高屋川（畑川合流点上流区間）位置図 
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高屋川（畑川合流点上流区間）では、河道掘削、河道拡幅、築堤、護岸整備により河

川の断面広げ、流下能力の向上を図る。 

また、河道改修に伴い必要となる橋梁及び堰・落差工の改築等をあわせて実施する。 

なお、整備にあたっては、河床の幅を広くとり、自然の営力による瀬や淵、澪筋など

の形成を図り、護岸には景観や生物の成育に配慮したブロック等を使用し、河川に生息

する生物の生育・繁殖環境の復元・創出に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

高屋川（畑川合流点上流区間）改修横断イメージ 

 

2.1.3 大朴
お ぼ そ

川
か わ

 

高屋川支川の大朴川については、「河川の流下能力」、「浸水被害の早期軽減」などを考

慮し、下記の区間を整備対象区間として設定し、概ね 5 年に 1 回程度の規模の降雨によ

る洪水を安全に流下させることを目標に整備を実施する。 

整備区間：高屋川合流点（0.0k）から京都縦貫自動車道交差部上流（1.2k）までの延長

約 1,200m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大朴川位置図 

整備区間

河道掘削 約1,200m

▽ H.W.L.

11.0m

4.0m

：改修前断面

：改修断面

：掘削

水際域の形成
澪筋の形成
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大朴川流量配分図 

 

大朴川では、河道掘削、河道拡幅、築堤、護岸整備により河川の断面を広げるととも

に、著しい湾曲河川を解消し、流下能力の向上を図る。 

また、河道改修に伴い必要となる橋梁及び堰・落差工の改築等をあわせて実施する。 

流下能力の確保には、旧瑞穂支所付近にある取水堰の撤去が必要になることから、整

備に際しては、京丹波町と連携を図りながら実施するものとする。 

なお、整備にあたっては、河床の幅を広くとり、自然の営力による瀬や淵、澪筋など

の形成を図り、護岸には景観や生物の成育に配慮したブロック等を使用し、河川に生息

する生物の生育・繁殖環境の復元・創出に努める。 

また、河川を付け替える区間の河床について、現河川の水際の土を利用するなど水

際植生の再繁茂の促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大朴川河川改修横断イメージ 

大朴川

整備区間 約1,200m

20

高
屋
川

京
都
縦
貫
自
動
車
道

▽ H.W.L.

5.0m

2.0m

：改修前断面
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水際域の形成
澪筋の形成
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2.1.4 須
しゅう

知
ち

川
か わ

 

須知川については、大朴川と同様、「河川の流下能力」、「浸水被害の早期軽減」などを

考慮し、下記の区間を整備対象区間として設定し、概ね 5 年に 1 回程度の規模の降雨に

よる洪水を安全に流下させることを目標に整備を実施する。 

整備区間：高屋川合流点（0.0k）から京都縦貫自動車道交差部（5.1k）までの延長約5,100m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須知川位置図 

折戸橋
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須知川流量配分図 

 

須知川では、河道掘削、河道拡幅、築堤、護岸整備により河川の断面を広げ、流下能

力の向上を図る。 

また、河道改修に伴い必要となる橋梁及び堰・落差工の改築等をあわせて実施する。 

なお、整備にあたっては、河床の幅を広くとり、自然の営力による瀬や淵、澪筋など

の形成を図り、護岸には景観や生物の成育に配慮したブロック等を使用し、河川に生息

する生物の生育・繁殖環境の復元・創出に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

須知川河川改修横断イメージ 

 

 

▽ H.W.L.
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：改修前断面
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2.2 河川の維持の目的、種類及び施工の場所 

2.2.1 河川の維持の目的 

河川の維持管理は、治水、利水及び環境の観点から調和のとれ、機能を十分に発揮で

きるよう努めるものとする。 

特に、圏域内河川が持つ良好な自然環境の保全には十分に留意する。 

2.2.2 河川の維持の種類、施工の場所 

ア．河川管理施設の維持管理について 

洪水を安全に流下させるため、定期的に河川巡視や河川管理施設の点検を行い、

危険箇所や老朽箇所の早期発見とその補修に努める。 

大野ダム及び畑川ダム（完成後）については、ダム本体、貯水池及びダムに係わ

る施設の機能を良好に保つため、必要な計測及び点検等を行うことにより、適切な

維持管理に努める。 

イ．流下能力の維持について 

河床の土砂堆積が著しく洪水の流下に障害となる場合は、水際等の動植物

の生息環境に配慮しつつ河床掘削を行い、河積の確保を行う。  

ウ．局部的な改良工事や災害復旧工事について 

必要に応じて局部的な改良工事（上下流に比べ著しく流下能力が不足して

いる区間や湾曲部における部分的な改修など）、さらには、洪水等による被

災箇所の復旧工事を施工することにより、きめ細かな河川改修を行う。 

エ．自然環境調査について 

河川環境の保全に活用するため、定期的に河川の自然環境調査を実施し、

データの蓄積に努める。 

オ．流水の正常な機能の維持について 

適正な河川管理を行うため雨量や水位の把握に努め、データ蓄積を行う。 

また、渇水時には水利使用者が相互にその水利使用の調整に必要な協議を行う

場合、当該協議が円滑に行われるよう、水利使用に必要な情報の提供に努める。
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第３章 その他河川整備を行うために必要な事項 

3.1 住民と連携した河川管理 

本圏域を流れる河川は、多様な動植物が生息するなど豊かな自然環境に恵まれてお

り、さらに沿川との調和した美しい景観が保たれている。 

また、人々の川との関わりにおいても、いくつかの河川では地域住民を中心にホタ

ルまつりや水辺まつりが開催され、さらに水質調査など美しい川を守り育てる取り組

みも積極的に行われている。 

本圏域の自然豊かで美しい河川を、地域住民の手で今後とも守り育んでいく取り組

みが継続し、かつ、広がっていくことが重要であり、このため、圏域の各河川や沿川

の豊かな自然環境などに関する様々な情報を共有化することで、地元自治体及び地域

住民との連携を一層図っていく。 

3.2 地元市町と一体的な防災対策の推進 

本圏域では、過去の水害を契機として改修事業が進められてきたが、全体的には依

然として疎通能力が低い河川が多く、近年の集中豪雨の発生状況をみると、ハード対

策だけで対応することは困難である。このため、気候変動の影響や社会状況の変化な

どを踏まえ、いかなる洪水に対しても氾濫被害をできる限り最小化するため、施設能

力を上回る洪水の発生を想定し危機管理体制を構築・強化する必要がある。このため、

河川管理者、国、自治体、住民等、流域のあらゆる関係者が協働して気候変動により

激甚化・頻発化する水災害から人命や地域を守るために、リスクコミュニケーション

により水災害に関する知見や情報を流域全体で共有し、あらゆる関係者の主体的な参

画によって水災害に強い地域づくりを推進する等、危機管理体制の構築、強化を図る。  

 

 

 

 

 

河川管理者・国・自治体が連携した意見交換の実施 

（令和６年度 京丹波町流域治水意見交換会（国・府・町） 
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また、水位周知を行う高屋川、上林川、棚野川において、速やかな情報伝達を行い、

市町による住民避難措置や水防活動の一層の支援を図っていくとともに、圏域内河川

の危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを活用した監視体制の充実を図るなど、

洪水時の危険度を容易に把握し、住民の適切な避難判断、行動を支援できるように洪

水情報等の収集及び提供を実施していく。 

さらに、現在実施中の河川水位・降雨に関するリアルタイム情報や圏域内河川の浸

水リスクの情報に加え、河川整備の整備効果等の情報発信を行うなど、あらゆる情報

の伝達手段や内容の拡充・改善を行い、地域住民の防災意識の啓発を図るとともに、

関係市町と協力して、各種ハザードマップの普及や避難訓練等の実施を行うなど、住

民の避難誘導体制の整備を推進していく。 

3.3 流域治水の推進 

気候変動による水害リスクの増大に備えるため、流域全体のあらゆる関係者が協働

し、流域全体で被害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進するため、由良川流域

の国、府、市町などのあらゆる関係者による「由良川水系流域治水協議会」を令和 2

年 8 月に設立し、各機関が取組む治水対策をとりまとめた「由良川水系流域治水プロ

ジェクト」を令和 3 年 3 月に策定及び公表した。このプロジェクトに基づき、各機関

が治水対策を推進するとともに、必要に応じてプロジェクトを見直すなど、継続的に

フォローアップしながら流域治水に取組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由良川水系流域治水プロジェクト 2.0（令和 7 年 5 月版） 

由良川水系流域治水プロジェクト2.0【位置図】
～頻発する浸水被害に対して、流域治水対策を一層推進～
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（南丹市）

竹田川圏域
竹田川、黒井川、鴨庄川等の河道掘削、堤防整備等
利水ダム等における事前放流等の実施、体制構築

河道拡幅
河道掘削
堤防整備
井堰改築
橋梁改築

森林の整備及び保全
＜災害に強い森づくり
（県民緑税）等＞

（兵庫県）

立地適正化計画における防災指針の作成
（福知山市、綾部市）

付替え河川

河道拡幅

海岸保全施設整備

治山事業
（兵庫県）

堤防整備

堤体の耐震補強

ため池の防災工事（京都府）

多段階の浸水想定図及び
水害リスクマップの整備

（福知山河川国道事務所）

ため池防災

みやづし

宮津市

まいづるし

舞鶴市

ふくちやまし

福知山市

あやべし

綾部市

きょうたんばちょう

京丹波町

たんばささやまし

丹波篠山市

たんばし

丹波市

ため池

排水機場

リスクマップ凡例
（現況・浸水深50cm以上）

災害危険区域の指定
（福知山市・舞鶴市）

マスプロダクツ型排水ポンプ設備 現場実証
（福知山河川国道事務所・福知山市）

綾部雨水ポンプ場（綾部市）

凡 例
大臣管理区間 既設ダム

河道改修（掘削、堰改築、橋梁改築等）
堤防整備、堤防強化

県境

市町村境

流域境

排水機場、調整池

灰色着色：対策完了

防災マップの配布とweb公開
（丹波篠山市）

水位・氾濫予測システムの構築
（京都府）

堤防整備

排水機場
調節池
マスプロポンプ

既存ダム有効活用に
向けた検討

防災ステーション
平常時利用の推進

防災指針を盛り込んだ立地適正化計画の作成
（福知山市）

なんたんし

南丹市

調整池・地下貯留槽
の設置・保全
（京丹波町）

河道掘削
堤防整備

由良川上流圏域
高屋川等の河道掘削、堤防整備等

利水ダム等における事前放流等の実施、体制構築

平成26年8月豪雨に対し、
床上浸水被害を概ね解消。
床上浸水1,586戸⇒ 61戸
床下浸水1,712戸⇒510戸

由良川下流圏域
和久川・弘法川・法川等の河道掘削、堤防整備、排水機場整備、海岸保全施設整備等

避難行動に資する情報発信等の高度化及び防災情報の充実
＜｢舞鶴市総合モニタリングシステム」のWEB公開＞

（舞鶴市）

■被害対象を減少させるための対策
・条例等に基づき計画している安全なまちづくり
・災害危険区域や建物等の耐水機能の確保・維持、水害リスクマップを活用した立地適正化計画に基づく水害リス
クの低い地域への居住誘導、特定都市河川指定及び流域水害対策計画に基づく土地利用や住まい方の工夫
・法指定による浸水被害防止区域の指定 等

総合的な治水対策
（福知山河川国道事務所・京都府・福知山市）

井堰改築

特定都市河川指定・流域水害対策計画策定
対策メニュー（イメージ）

⃝ 由良川水系では、近年大規模な外水氾濫が発生した平成25年台風第18号による出水以降も浸水被害が頻発したこと等を踏まえ、以下の取り組みを一層推進していくものとし、更に国管
理区間においては、気候変動（２℃上昇）下でも目標とする治水安全度を維持するため、現行の整備計画目標洪水に対して、2℃上昇時の降雨量増加を考慮（雨量1.1倍）した平成25年
台風第18号規模の洪水による災害の発生の防止又は軽減を図ることを目指す。

⃝ これまで、平成25年台風第18号等による被害をふまえ、河川整備計画に位置付けたメニューを大幅に前倒しする緊急的な治水対策や、国・府・市が一体となって実施した総合的な治水
対策等の取り組み等を進めてきたが、気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化という新たな課題や、流域の土地利用の変遷に伴う保水・遊水地域の減少等を踏まえ、将来に
渡って安全な流域を実現するため、特定都市河川浸水被害対策法（以下「法」）の適用を検討し、更なる治水対策を推進するとともに多自然川づくりの推進に取り組む。

内水対策

雨水ポンプ

位置図

由良川流域

H25年洪水の浸水被害状況
床上浸水1,075戸、床下浸水544戸

ポンプ車
ピット

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、堤防強化、排水機場、調整池、付替え河川
・更なる河道改修、更なる貯留施設の検討、既存ダム有効活用に向けた検討
・総合的な治水対策
・維持掘削・樹木伐採、河川管理施設等の老朽化対策
・海岸保全施設の整備及び保全
・下水道（雨水対策）、排水施設（水路、排水機場）の整備等の内水被害軽減対策（雨水管理総合計
画の策定）
・校庭、ため池、水田等による雨水貯留浸透機能の確保、開発に伴う調整池の設置・保全
・法指定による雨水浸透阻害行為の規制、貯留機能保全区域の指定
・利水ダム等7ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、京都府、兵庫県、関西電力（株）、土地改良区、丹波篠山市、丹波市、京丹波町）

・森林の整備及び保全
・砂防堰堤、治山ダムの整備
・住民による雨水貯留施設の設置 等

更なる河道改修
黒線：現行計画
緑線：追加対策

更なる貯留施設の検討

ため池
防災

ため池防災

砂防事業

砂防事業

砂防事業

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・周知・活用
・水害や土砂災害等ハザードマップの作成と周知、高度化
・多段階の浸水想定図（浸水頻度毎の浸水深図）及び水害リスクマップ（浸水深毎の浸水頻度）の整備
・水位・氾濫予測システムの構築
・浸水センサによるリアルタイムでの情報発信
・避難所の案内や実績浸水深など、避難行動に資する情報の現地表示
・住民や関係機関等と連携した避難訓練の実施
・隣接市の避難所活用や災害リスク情報を活用した避難計画等、柔軟な避難体制の整備・運用・改良
・要配慮利用施設の避難確保計画作成の促進と、避難訓練実施支援
・避難行動に資する情報発信等の高度化及び防災情報の充実
・水害リスクや水害対策などの啓発活動
・防災ステーションの平時利活用の推進
・水防工法等の訓練や土のう等の備蓄資材確保など、水防活動の支援
・タイムラインの作成・運用・改良
・「局地的豪雨探知システム」の利活用推進とゲリラ豪雨対策広域アクションプランに基づく対策の推進
・排水ポンプ車出動要請の連絡体制の整備、排水計画に基づく排水訓練の実施
・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の加入促進
・河川に隣接する道路構造物の流出防止対策
・緊急車両の移動経路の確保
・BIM/CIM適用による三次元モデルの積極的な活用
・雨量・水位観測装置の機能向上 等

浸水センサによるリアルタイムでの情報発信
（福知山市）

ため池防災

災害時要支援者の個別避難計画作成
（福知山市）

砂防事業
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3.4 豊かな自然環境との触れあい 

本圏域の河川は手つかずとも言える豊かな自然環境に恵まれており、このような河

川との触れあいを通して、河川の機能や豊かさを実感でき、さらには川の優しさや恐

ろしさ、あるいは自然の大切さなど多くのことを学ぶことができる。 

このため、本圏域の河川では、豊かな自然に直接触れあうことができるフィールド

として利用され、さらに、未来を担う子ども達にとっても、河川が貴重な自然体験の

場として一層積極的に活用されるよう、地域と連携しながら安全で豊かな水辺空間を

守り育てることに努める。 

3.5 由良川上流圏域の健全な水環境に向けての取り組み 

由良川上流圏域の水量、水質の維持については、源流から河口に至るまでの水系全

体の問題としてとらえ、啓発活動など流域住民や関係機関とより一層連携を図る。 

また、森林の果たす水源かん養機能が十分保たれるよう、森林の管理、保全につい

て関係機関等と連携を図っていくものとする。 

 


